
令和７年 12 月２日  

村山総合支庁建設部 

西村山道路計画課  

報道機関各位 

 

 

最上川ふるさと総合公園（寒河江市）における熊の目撃情報について 

 

 

 

 

 

 

 

記 

（１）目撃情報を受け一部区域（コミュニティ広場、歴史の丘エリア）で利用を制限

しております。今後パトロールを実施のうえ、公園利用者に対し注意喚起を行

い、利用を再開予定です。 

（２）巡回を強化します。（通常時１回／日を３回／日に増やす） 

（３）利用者に注意を喚起するため、ホームページによる情報提供、園内に注意喚起

のための掲示を行います。 

 

 

   

令和７年 12 月１日（月）午後 11 時頃、最上川ふるさと総合公園（コミュニティ

広場付近）において、熊の目撃情報がありましたので、公園の利用にあたっては十

分注意いただくよう、県民への周知について御協力をお願いいたします。 

 なお、当面の間、下記の対応を実施し、利用者の安全確保に努めます。 

〈担当〉 

村山総合支庁建設部 

西村山道路計画課長 上林（かんばやし） 

電話：0237-86-8161 

広報監 総務企画部長 髙梨 

目撃箇所 

利用制限区域 


